
介護保険金 親介護保険金 100万円 200万円 300万円一時金 （3コースからご選択）をお支払いします。

※介護一時金制度に加入の際は、７Lプランの加入が条件です。

お 問 い
合わせ先

引受保険会社フリーダイヤル

0120-604-080
◆令和5年5月  8日（月）～
　令和6年3月29日（金）
　9：00～17：00　土日祝日除く

共済組合・福祉課

☎048-822-3305
ま
た
は

「埼玉県コバトン健康マイレージ」の今後について「埼玉県コバトン健康マイレージ」の今後について

　平成３０年４月より参加しておりました「埼玉県コバトン健康マイレージ」につきましては、埼玉県コバ
トン健康マイレージ事務局より令和６年３月をもって終了するお知らせがありました。
　なお、埼玉県コバトン健康マイレージに代わる新しい健康増進事業は、埼玉県において検討中とな
りますので、詳細が決まり次第、共済だよりおよび本組合ホームページにてお知
らせいたします。

夏の健康情報 TOPIC

スポーツ飲料を飲み過ぎると危険！？
　熱中症予防にスポーツ飲料を常用すると、「ペットボトル症候群」と呼ばれる
急性の糖尿病のような状態になることがあります。水より体液になじみやすい
スポーツ飲料は、熱中症の症状がある場合や激しいスポーツ直後にだけ飲む
ならいいのですが、実は糖分もかなり含まれています。ジュースの飲み過ぎに
は気をつけていても、「水分補給に適した飲み物」というイメージからスポーツ
飲料は気にしていない人も。ご注意ください。

埼玉県コバトン健康マイレージ事務局

https://kobaton-mileage.jp/web

TEL 0570-035810

営業時間：月～土  9：00～ 17：00（日・祝日・年末年始は休み）
　　　　　※通話料金は発信者の負担となります。

お問い合わせ先

公務員賠償責任
（損害賠償金保険金） 5,000万円 個人賠償責任

（賠償責任保険金） 5,000万円 公務員賠償責任
（争訟費用保険金） 500万円

不慮の事故による
死亡保険金 50万円 後遺障害保険金

（程度により） 2～50万円

公的介護保険要介護２以上と認定された場合、または所定の要介護状態が90日超
継続した場合、保険金（一時金）をお支払いします。

介護一時金制度
（介護特約・親介護特約付医療保険【損害保険】）

業務上の行為に起因する訴訟がなされた場合、組合員の皆さまが負担される争訟費用と法律上
の損害賠償金（不当利得返還金を除きます）について保険金をお支払いします。
また、日常生活上での賠償責任も補償いたします。

訴訟費用保険
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